
  

   
 

 

   

介
護
が
必
要
に
な
っ
た
場
合
は
、
ま
ず
は
「
要
介
護
認
定
の
申
請
」
を
し
て
、
審
査
を
受
け
る

 

必
要
が
あ
り
ま
す
。
介
護
が
必
要
か
ど
う
か
、
介
護
が
必
要
な
場
合
は
そ
の
度
合
い
な
ど
を
決

 

定
し
、
そ
の
区
分
に
応
じ
た
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

   介
護
保
険
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
利
用
者
（
ま
た
は
家
族
）
が
、
市
町
の
介
護
保
険
担
当
窓
口
に
「
要
介

護
認
定
の
申
請
」
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 

申
請
か
ら
認
定
通
知
ま
で
の
流
れ
は
、
右
ペ
ー
ジ
の
と
お
り
で
す
。
申
請
を
受
け
て
、
介
護
が
必
要
か
ど
う
か
、

介
護
が
ど
の
く
ら
い
必
要
か
な
ど
、
利
用
者
の
心
身
の
状
態
が
審
査
さ
れ
、「

要
介
護
１
～
５
」「

要
支
援
１
・
２
」

「
非
該
当
」
の
要
介
護
状
態
区
分
に
認
定
さ
れ
ま
す
。
こ
の
要
介
護
認
定
の
区
分
に
応
じ
て
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

あ
る
い
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

 

 

 利
用
者
が
動
く
こ
と
が
で
き
な
い
、
家
族
の
時
間
の
都
合
が
つ
か
な
い
な
ど
と
い
っ
た
場
合
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
で
は
「
申
請
の
代
行
」
が
可
能
で
す
。
ま
た
、
介
護
保
険
の
利
用
に
関
す
る
支
援
や
、
介
護
・
健
康
に
関
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
お
住
ま
い
の
市
町
の
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
に
相
談
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

 
 【
但
馬
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
】
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称

 
〒

 
住

 
所

 
T

E
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F
A

X
 

豊 岡 市 

豊
岡
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
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6
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立
野
町

1
2
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4
0

9
 

0
7

9
6

-2
4

-9
0

8
8

 

城
崎
・
竹
野
地
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括
支
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セ
ン
タ
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6

6
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城
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町
桃
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1
0

5
7
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0
7

9
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2

-4
5

9
9

 
0

7
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高
地
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包
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セ
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タ
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6

6
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0
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日
高
町
袮
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8
9

1
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0

7
9

6
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2
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1
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0
7

9
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2

-4
7

3
1

 

出
石
・
但
東
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

 
6

6
8

-0
2

6
3

 
出
石
町
福
住

1
3

0
2

 
0

7
9

6
-5

2
-7

0
1

5
 

0
7

9
6

-5
2

-5
7

1
6

 

城
崎
・
竹
野
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

竹
野
分
室

 
6

6
9

-6
2

2
1

 
竹
野
町
須
谷

1
4

7
8

 
0

7
9

6
-4

7
-1

4
2

5
 

0
7
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-4
7

-1
8

7
8

 

出
石
・
但
東
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

但
東
分
室

 
6

6
8

-0
3

1
1

 
但
東
町
出
合

4
3

3
-1

 
0

7
9

6
-5

4
-0

5
1

5
 

0
7

9
6

-5
4

-0
1

8
2

 

養 父 市 

養
父
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

 
6

6
7

-8
6

5
1

 
八
鹿
町
八
鹿

1
6

7
5

 
0

7
9

-6
6

2
-6

1
4

1
 

0
7

9
-6

6
2

-2
6

0
1

 

高
齢
者
等
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
よ
う
か

 
6

6
７

-0
0

2
2

 
八
鹿
町
下
網
場

3
2

0
 

0
7

9
-6

6
2

-8
０

8
0

 
0

7
9
₋6

6
2

-0
1

6
1

 

高
齢
者
等
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
や
ぶ

 
6

6
7

-0
1

0
1

 
広
谷

2
5

1
-1

 
0

7
9

-6
6
１

-9
0

5
8

 
0

7
9

-6
6

4
-2

1
8

1
 

高
齢
者
等
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
お
お
や

 
6

6
7

-0
3

1
5

 
大
屋
町
加
保

6
7

8
-1

 
0

7
9

-6
6

9
-1

5
9

8
 

0
7

9
ｰ
6

6
9

-0
0

9
3

 
高
齢
者
等
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
せ
き
の
み
や

 
6

6
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1

0
5

 
関
宮

1
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7

9
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6
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-3
2

4
9

 
0

7
9
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6

7
ｰ
3

3
5

1
 

朝 来 市 

朝
来
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

 
6

6
9

-5
2

9
2

 
和
田
山
町
東
谷

2
1

3
-1

 
0

7
9

-6
7

2
-6

1
2

5
 

0
7

9
-6

7
2

-4
1

0
9

 

生
野
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

 
6

7
9

-3
3

0
1

 
生
野
町
口
銀
谷

7
4

7
-3

 
0

7
9

-6
7

0
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2
0

2
 

0
7

9
-6

7
9

-5
4

4
6

 

山
東
高
齢
者
相
談
セ
ン
タ
ー

 
6

6
9

-5
1

2
3

 
山
東
町
一
品

4
2

4
 

0
7

9
-6

7
6

-3
4

1
1

 
0

7
9

-6
7

6
-3

3
9

9
 

和
田
山
高
齢
者
相
談
セ
ン
タ
ー

 

（
さ
く
ら
の
苑
内
）

 
6

6
9

-5
2

5
2

 
和

田
山

町
竹

田

2
4

8
6

-1
0

 
0

7
9

-6
7

4
-0

3
0

0
 

0
7

9
-6

6
6

-8
8

8
2

 

和
田
山
高
齢
者
相
談
セ
ン
タ
ー

 

（
朝
来
市
社
会
福
祉
協
議
会
内
）

 
6

6
9

-3
4

3
1

 
新
井

7
3

-1
 

0
7

9
-6

7
7

-2
7

0
2

 
0

7
9

-6
7

7
-2

7
0

6
 

朝
来
高
齢
者
相
談
セ
ン
タ
ー

 
6

7
9

-3
4

3
1

 
新
井

1
4

8
 

0
7

9
-6

7
7

-1
9

0
1

 
0

7
9

-6
7

7
-1

9
8

8
 

香
美 町
 

香
美
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

 

（
い
き
い
き
相
談
セ
ン
タ
ー
）

 
6

6
9

-6
5

9
2

 
香
住
区
香
住

8
7

0
-1

 
0

7
9

6
-3

6
-4

0
0

4
 

0
7

9
6

-3
6

-4
1

4
1

 

新
温

泉
町

 
新
温
泉
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

 
6

6
9

-6
7

9
2

 
浜
坂

2
6

7
3

-1
 

0
7

9
6

-8
2

-5
6

2
3

 
0

7
9

6
-8

2
-2

9
7

0
 

 
 

  
 

 

１
 
申

 
請

 
介
護
保
険
の
利
用
を
希
望
す
る
人
は
、
市
町
の
担
当
窓
口
で
「
要
介
護
認
定
の
申
請
を

し
ま
す
。
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
な
ど
が
申
請
を
代
行
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

 

   

２
 
調
査
認
定

 
市
町
の
職
員
な
ど
が
自
宅
を
訪
問
し
て
、
利
用
希
望
者
と
家
族
に
心
身
の
状
態
な
ど
に

 

つ
い
て
聞
き
取
り
調
査
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
希
望
者
の
か
か
り
つ
け
医
に
、
介
護

 

が
必
要
と
な
る
傷
病
に
つ
い
て
「
主
治
医
の
意
見
書
」
を
作
成
し
て
も
ら
う
必
要
が

 

あ
り
ま
す
。
か
か
り
つ
け
医
が
い
な
い
場
合
に
は
、
市
町
が
指
定
す
る
医
師
の
診
断

 

を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 

 
 

 

   
 

 
 ３

 
審
査
判
定

 

調
査
結
果
を
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
分
析
に
よ
る
一
次
判
定
を
経
て
、
保
健
、
医
療
、

福
祉
分
野
の
専
門
家
で
構
成
さ
れ
る
介
護
認
定
審
査
会
に
よ
る
二
次
判
定
を
行
い
、

要
介
護
状
態
区
分
（
右
下
参
照
）
を
決
定
し
ま
す
。

 

 
 

   
 

 
 ４

 
認

 
定

 

「
要
介
護
１
～
５
」「
要
支
援
１
・
２
」「
非
該
当
」

 

の
い
ず
れ
か
に
認
定
さ
れ
ま
す
。

 

 
 

 

５
 
認
定
通
知

 

要
介
護
状
態
区
分
が
記
載
さ
れ
た
認
定
結
果
通
知

 

書
と
介
護
保
険
証
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
介
護
が
必

 

要
な
状
態
と
認
定
さ
れ
る
と
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ

 

ス
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
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【
非
該
当
】

 

地
域
支
援
事
業
に
よ
り
、
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
場
合

も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い

 

【
要
介
護
１
～
５
】

 

介
護
保
険
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
ま
す
。

 

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
生
活
機
能
の
維
持
・
改
善
を

図
る
の
が
適
切
な
人
。

 

【
要
支
援
１
・
２
】

 

介
護
保
険
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
ま
す
。

 

要
介
護
状
態
が
軽
く
、
生
活
機
能
が
改
善
す
る
可
能
性
の

高
い
人
。
将
来
、
介
護
が
必
要
に
な
ら
な
い
様
に
、
介
護

保
サ
ー
ビ
ス
以
外
の
地
域
に
あ
る
サ
ー
ビ
ス
を
ご
紹
介

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

 

～
要
介
護
状
態
の
区
分
～

 

※
申
請
か
ら
認
定
ま
で
は
約

1
ヶ
月
程
度
か
か
り
ま
す
。

 

※
た
だ
し
、
認
定
通
知
ま
で
に
暫
定
と
し
て
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

（
暫
定
プ
ラ
ン
の
場
合
、
正
式
な
介
護
度
の
と
の
違
い
に

よ
っ
て
は
、
自
己
負
担
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
）

 


